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平成１９年２月期第一級海上特殊無線技士試験問題

鱸}鶉｝型ＩＭＩ】輌 法規

(由解答は、答えとして正しいとｷﾞﾘ断したものを－つだけ選び、答案用紙の答IWlに正しく記入（マーク）すること。

〔１〕次の記述は、電皮法に規定する「無線局」の定義で
ある｡□内に入れるべき字句を下の番号から選
該、

〔４〕総務大臣は､無線局の発射する電波の質が総務省令
で定めるものに適合していないと認めるとき､その無
線局についてとることがある措置は、次のどｵuOも

「無線局とは､無線設臓及び□の総体をいう。
ただし、受信のみを目的とするものを含まない｡」

免許を取り消す６

空中線の撤去を命ずる゜

脇U痔に電波の発射の停止を命ずる゜

周波数又は空中線電力の指定を変更する。
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〔５〕免許人が電波法の規定に違反したとき､その無線局
について総務大臣から受けることがある処分は､次の
どれ力、

〔２〕次の記述は､電波の質に関する電波法の規定である。

、内に入れるぺき字句を下の番号から選べ

「送信設備に使用する電皮の周波数の偏差及びI風

同等電波の質は､総務省令で定めるところに適合
するものでなければならない｡」

慧麗霊|:限
通信の相手方の制限

空中線電力の制限
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〔６〕無線業務日誌の保存期間は､使用を終わった日か

ら何年間か、正しいものを次のうちから週ぺ゜
〔3〕第一級海上騎殊無線技士の資格を有する者が､１１A､白

に施股する空中線電力５０ワット以下の無線電話及

びデジタル週択呼仕f装置で２５，０１０キロヘルツ以

上の周波数の電波を使用するものについて行うこと

ができる操作は、次のどｵpbも

5年間

3年間

2年間

1年間
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１．船舶局の当該無線設備の通信操作(国際電気通信

業務の通信のための通信操作を除く｡）

２．１MM拍局の当該無線設備の操作

３．航空局の当咳無iiUBH傭の国内通信のための通信操

作

４．船舶地球局の当該無線設備の技術操作
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〔７〕無線局を運用する場合において、無線設備の設置
場所は、遭難通信を行う場合を除き、次のどの書類

に:曰較されたところＩこよらなけｵu舐ならない力も

〔10〕迩寵i､言を行う場合を除き、その使用をできる限り
短時間とし、力つ、１分以上にわたってはならない周
波数の電波は、次のどれﾘｳも
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２，７８５ｋＨｚの周波数の電波

２７，５２４ｋＨｚの周波数の電波

１５６．８ＭＨｚの周波数の電波

１５６．８５ＭＨｚの周波数の電波

〔８〕無線電話通信において、機器の試験中、しばしば

その電波の周波数により聴守を行って確かめなけれ

ばならないことになっているのは、次のどれ力も

〔11〕無線局に備え付けておかなけｵu五ならない時計は、
その時亥1を中央標麺f患又は協定世界時にどのように照

合しておかなければならないか、正しいものを次のう
ちから週'、

1．「本日は晴天なり」の連ｶﾞﾘﾋﾞ及び自局の呼出`名称の

送信が１０秒間を超えていないかどう力、

2．受信機が最良の感度に鯛整されているかどう力も

3．周波数の偏差が餅容値を超えていないかどう力も

4．他の無線局から電波の発射の停止の要求がない

かどう力も
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〔９〕無線電話通信において、呼出しに使用した電波と

同一の電波により通報を送信する場合、順次送信す

る蕊頁のうち省略することができるのは、次のどれ

力も

〔120国際電気通信連合憲章､国際電気通信連合条約又は

無線通信規則に違反する無線局を認めた無線局は、ど

の手続をとらなけ】lu王ならないか、正しいものを次の

うちから週'、

1．相手局の呼出名称

２．（１）相手局の呼仕卜名称

②こちらは

３．（１）相手局の呼出名称

（２）こちらは

（３）自局の呼出名称

４．（１）こちらは

②自局の呼出名称
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１．違反を認めた無線局の属する国の主管庁に報告す

る。

２．違反した無線局の属する国の主管庁に報告する。

３．違反した無線局に通知する。

４．国際電気通信連合に報告する。
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平成１９年２月期

第一級海上特殊無線技士「法規｣合格基準及び正答

１試験問題１２問

２満点及び合格点満点６０点

配点１問５点

合格点４０点

３正答
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問題 正答

〔１〕 ２

〔２〕 １

〔３〕 １

〔４〕 ３

〔５〕 ４

〔６〕 ３

〔７〕 １

〔８〕 ４

〔９〕 ３

〔10〕 ３

〔11〕 ２

〔12〕 １
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